
 

 

第２種低層住居専用地域内における特定小売店舗出店等に伴う 

周辺環境保全に関する届出指針の実施要領 

１ 第４（設置者の届出）関係 

（１）新設等届出書は第 1号様式とし、次の事項を参考に記載するものとする。 

【施設に関すること】 

① 建築物の屋根及び外壁の色相・明度･彩度については、周辺の景観との調和に配慮す

ること。 

② 建築物の外壁の後退距離については、隣地との適切なスペースが確保できるように配

慮すること。 

③ 屋外広告物の総面積、明度･彩度及び構造については、周辺の景観との調和に配慮す

ること。 

④ 駐車場及び駐輪場の設置台数については、類似店舗の例を参考に、周辺の交通実態と

ピーク時の来客自動車・二輪車台数の予測を基に必要な台数を設置し、近隣への駐車、

駐輪がおこらないよう配慮して設置すること。 

⑤ ごみ施設については、分別式（可燃物、ペットボトル、ビン・缶等）による各ごみの

排出量の予測をもとに算出し、必要な規模とすること。 

⑥ バリアフリー・街並みづくり・防災対策等については、独自の対策を講じている事項

を記載すること。 

 【生活環境等に配慮した事項】 

① 駐車場利用時間帯・搬入搬出車両の稼働時間帯の設定にあたっては、周辺への騒音に 

 対して十分配慮すること。 

② 交通渋滞防止対策について、必要がある場合は、周辺環境に配慮した誘導計画、整理

員の配備計画等を立てるように努めること 

③ その他、営業時における騒音防止対策を講じること。 

（２）変更届出書は第 2号様式によるほか、前項の各号に定める事項のうち変更内容に関連す

る事項を記載した書類を添付すること。 

（３）新設等届出書、変更届出書及び廃止届出書の届出先は、都市建設部都市計画課とし、提

出部数は正本１部、副本１部とする。 

 

２ 第６（説明会の開催）関係 

設置者は、説明会の日時、場所等について、近隣住民に漏れなく周知するよう努めること。 

 

３ 第７（説明会の報告）関係 

  説明会報告書は第 3 号様式とし、届出先は都市建設部都市計画課、提出部数は正本１部、

副本１部とする。 

   

４ 第 10（廃止）関係 

  廃止届出書は第 4号様式とし、届出先は都市建設部都市計画課、提出部数は正本１部、副

本１部とする。 
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第２種低層住居専用地域内における特定小売店舗出店等に伴う 

周辺環境保全に関する届出ガイドライン 

 

№ 事 項 審査内容 備 考 

１ 建築物 ① 建築物の屋根・外壁について、明度は 3～7

の範囲、彩度は 4以下とする。ただし、色

相が N 系(白黒)の場合については、明度は

4～9の範囲とする。 

② 建築物の外壁の後退距離は、道路に接する

部分にあっては 2ｍ、その他の部分にあって

は 1ｍ以上とする。 

①②⇒建築物の屋根・外壁

及び外壁の後退距離につい

ては、風致地区制限を適用

する。 

２ 屋外広告物 ① 屋外広告物の総表示面積は、9㎡以下とす

る。 

② 屋外広告物の明度は、2～8の範囲とする。 

③ 屋外広告物の彩度は、6以下とする。 

④ 屋上の掲示でないこと。 

⑤ ネオン管を使用していないこと。 

⑥ 回転灯を使用していないこと。 

⑦ 照明が点滅するものでないこと。 

⑧ 発光又は反射を伴う塗料や材料を使用して

いないこと。 

⑨ 表示内容が変化するものでないこと。 

⑩ 建植(独立)広告物の高さは、10ｍ以下とす

る。 

県の屋外広告物条例に基づ

き、当該用途地域は「第２

種禁止区域」に該当する。 

「実施要領 P4」 

①⇒県条例で許容される総

表示面積は 10㎡以下である

が、地域特性を考慮して 9

㎡以下に引き下げる。 

②～⑨⇒県の屋外広告物条

例で定められている自家用

屋外広告物よりも厳しい管

理用屋外広告物の制限内容

を適用する。 

⑩⇒建築物の高さ制限を適

用する。 

３ 

 

営業時間 ① 開店時刻は、5時(午前 5時)からとする。 

② 閉店時刻は、23時(午後 11時)までとする。 

地域特性を考慮して「深夜

営業」は避ける。 

４ 

※ 

交通施設 ① 駐車場の設置台数は、2台以上とする。 

② 駐輪場の設置台数は、4台以上とする。 

 

５

※ 

ごみ施設 ① ごみ施設は、可燃物、ペットボトル、ビン・

缶等の分別式とする。 

② ごみ施設の総面積は、0.6㎡以上とする。 

 

６ 

※ 

生活環境等

への配慮 

① 駐車場の利用時間及び搬入搬出車両の稼動

時間は、営業時間内とする。 

 

（注１） ﾊﾟﾝ屋・菓子屋等の小売店舗及び理髪店等については、４～６の審査項目(※印)を除く。 

（注２） 色相・明度・彩度については、マンセル値とする。 
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第２種低層住居専用地域内における特定小売店舗出店等に伴う 

周辺環境保全に関する届出フロー 

甲府市 設置者 住民 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

    

        通知 

 

 

 

 

 

 

 

        通知 

 

 

 

 

     必要に応じて 

 

 

 

 

                      

 

相談 

 

手続き説明 

 

 

 

 

 

協議 出店調査 

出店決定 

特定小売店舗新設等届出書の作成 

（既存店舗の変更を含む） 

受け付け 

建築確認申請の 
２ヶ月前までに提出 

庁内検討 
（ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ審査 実施要領 P2） 

不勧告 勧告 

適合 不適合 

①受け取り 

再検討 

勧告を受け 
入れる場合 

勧告を受け 
入れない場合 

変更届出書 

の作成 
不勧告 

②受け取り 

通知 

地域説明会 

の開催 

出

席 

開催通知 

意見等 

③地域説明会

報告書の作成 

受け付け 

公表 
経緯・出店 

計画内容等 

建築確認申請 

② ③ ① 

(第 1号様式 P8) 

(第 2号様式 P10) 再検討 

(第 3号様式 P11) 
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請 
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告

・

説

明 

 

公

表 
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屋外広告物規制一覧表（山梨県屋外広告物条例） 

 

地域区分 用途地域他 備 考 

 

 

 

禁

止

区

域 

第１種禁止区域 風致地区  

秩父多摩甲斐国立公園（特別地域）  

 

 

 

 

第２種禁止区域 

第１種低層住居専用地域  

第 2種低層住居専用地域  

第１種中高層住居専用地域  

第 2種中高層住居専用地域  

公園又は緑地  

甲府駅前広場  

中央自動車道 道路用地端から 500ｍ 

県道甲府昇仙峡線 道路用地端から 500ｍ 

国道３５８号 道路用地端から 1000ｍ 

 

 

許

可

地

域 

第１種許可地域 都市計画区域外の国立公園内（特別地域を除く）  

市街化調整区域  

 

 

 

 

第２種許可地域 

第１種住居地域  

第２種住居地域  

準住居地域  

近隣商業地域  

準工業地域  

工業地域  

工業専用地域  

非線引き、用途指定なし 中道地域 

都市計画区域外で第１種許可地域に属さない地域  

第３種許可地域 商業地域  
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